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(57)【要約】
【課題】モバイルデバイスのマネタイゼーションを可能
にすることに関するデバイス、システム、及び方法を提
供する。
【解決手段】クリック動作サーバは、１つ又はそれ以上
の要因に基づいて、クライアントデバイスに送信される
ことになるクリック動作を決定する。クリック動作は、
リンクとしてクライアントデバイスに送信される。動作
ハンドラは、選択された動作を示すリクエストを受信し
、該動作の実行を可能にする。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クライアントデバイスとの通信を管理する方法であって、
　前記クライアントデバイスに関連付けられたデータを検索する段階と、
　前記検索データに基づいて、前記クライアントデバイスに提供されることになる少なく
とも１つのクリック動作のセットを決定する段階と、
　各々が前記少なくとも１つのクリック動作のセットのクリック動作に対応する少なくと
も１つのリンクのセットを前記クライアントデバイスに送信する段階と、
　前記少なくとも１つの動作のセットの少なくとも１つのクリック動作の指定を含むリク
エストを前記クライアントデバイスから受信する段階と、
　前記少なくとも１つの動作を実施する段階と、
を含む方法。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのクリック動作のセットを決定する段階が、広告が選択されたこと
を示すリクエストを前記クライアントデバイスから受信する段階に応答して実施される、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記クライアントデバイスに広告を送信する段階を更に含み、前記少なくとも１つのク
リック動作のセットを決定する段階が、前記ユーザから前記広告に対する応答を受信する
段階に応答して実施される、
請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのクリック動作のセットを決定する段階が、第１のクリック動作及
び第２のクリック動作の各々についての値を決定して、前記第１のクリック動作及び第２
のクリック動作の各々についての値に基づいて、前記第１のクリック動作を選択的に含め
る段階を含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記少なくとも１つのクリック動作のセットを決定する段階が、前記クライアントデバ
イスに関連付けられたデータに基づいて、第１のクリック動作及び第２のクリック動作の
各々についての値を決定し、前記第１のクリック動作及び第２のクリック動作の各々につ
いての値に基づいて前記第１のクリック動作を選択的に含める段階を含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記クライアントデバイスに対して、通話、ＳＭＳメッセージ、又は電子メールメッセ
ージからなる群から選択された項目を少なくとも可能にする機構を広告主に提供する段階
を更に含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記少なくとも１つのクリック動作のセットを決定するための基準を指定する機構を広
告主に提供する段階を更に含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記少なくとも１つのクリック動作のセットが、通話の開始、メッセージの送信、電子
メールの送信からなる群から選択された少なくとも１つのクリック動作を含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのクリック動作のセットが、サーチの実施、方向の検索、商品の購
入、及びユーザアカウントに関連付けられた情報の記憶からなる群から選択された少なく
とも１つのクリック動作を含む、
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請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのクリック動作のセットが、前記クライアントデバイスへのメッセ
ージの送信を含み、前記メッセージが広告主の情報を含み、前記少なくとも１つの動作を
実施する段階が、前記メッセージを前記クライアントデバイスに送信する段階を含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記メッセージがＳＭＳメッセージ又は電子メールである、
請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　クライアントデバイスとの通信を管理するためのシステムであって、
　ネットワークを介してデータを送受信するためのトランシーバと、
　　現在の状況に基づいて少なくとも１つのクリック動作のセットを決定する段階と、
　　前記クリック動作のセットを表すリンクのセットをモバイルデバイスに送信する段階
と、
　　前記クライアントデバイスから前記少なくとも１つのクリック動作のセットの１つの
選択を受信する段階と、
　　前記選択されたクリック動作を実施する段階と、
を含む動作を実施するように作動するプロセッサと、
を備えたシステム。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つのクリック動作のセットを決定する段階が、広告が選択されたこと
を示すリクエストを前記クライアントデバイスから受信する段階に応答して実施される、
請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記動作が、複数のクリック動作の各々に対応する値を決定する段階を更に含み、前記
少なくとも１つのクリック動作のセットが、前記決定された値に基づいて前記複数のクリ
ック動作から選択される、
請求項１２に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つのクリック動作のセットを決定する段階が、前記少なくとも１つの
クリック動作のセットの少なくとも１つに関連付けられた少なくとも１つの制約条件に基
づく、
請求項１２に記載のシステム。
【請求項１６】
　クライアントデバイスから受信されたクリック動作選択に応答して、クリック動作を実
施するクリックマネージャを更に備える、
請求項１２に記載のシステム。
【請求項１７】
　モバイルデバイスのユーザとの通信を可能にする方法であって、
　前記ユーザに提供されるクリック動作のセットを指定するための機構をサードパーティ
に提供する段階と、
　前記クリック動作のセットのうちの少なくとも１つのクリック動作を含む、前記クリッ
ク動作のセットのサブセットを現在の状況に基づいて決定する段階と、
　前記クリック動作のセットのサブセットをユーザに送信する段階と、
を含む方法。
【請求項１８】
　前記サードパーティが広告主であり、前記サブセットを決定する段階が、前記広告主に
関連付けられた広告の前記ユーザによる選択に応答して実施される、
請求項１７に記載の方法。
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【請求項１９】
　前記クリック動作のセットのサブセットを決定する段階が、前記クリック動作のセット
の各クリック動作のマネタイゼーション値に基づく、
請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記クリック動作のセットのサブセットを決定する段階が、第１のクリック動作及び第
２のクリック動作の各々についての値を決定し、前記第１のクリック動作及び第２のクリ
ック動作の各々についての値に基づいて、前記第１のクリック動作を選択的に含める段階
を含む、
請求項１７に記載の方法。
【請求項２１】
　請求項１７に記載の方法を実施する少なくとも１つのサーバを備えた、モバイルデバイ
スのユーザとの通信を可能にするためのシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００６年１０月４日に出願された米国出願番号第１１／５３８，７８０号
に基づく優先権を主張し、該出願は、引用により全体が本明細書に組み込まれる。
　本発明は、一般に、クライアントコンピューティングデバイスに関し、より詳細には、
排他的でなくモバイルクライアントのマネタイゼーションに関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネット上で配信される広告は、企業にとって多大な収益をもたらす。ウェブペ
ージは、ページ上にバナー広告を含むことが多い。バナー広告は、静的テキスト又は画像
、アニメーション、オーディオ、及びビデオを含む様々な形態のものとすることができる
。通常バナー広告は、ページ上の視覚的コンポーネント及び１つ又はそれ以上の関連リン
クを有する。ユーザがリンクをクリックすると、対応するＵＲＬを用いて、広告主に関係
するウェブページを検索する。多くの場合、このウェブページは、広告主のウェブサイト
のホームページ又は他のページである。ユーザは、そこからウェブサイトをブラウズする
ことができる。
【０００３】
　アプリケーション広告は通常、ユーザがアプリケーションと対話するのに応答して、ネ
ットワークアプリケーションが返信する。スポンサードサーチ広告は、サーチアプリケー
ションによって生成されるアプリケーション広告である。スポンサードサーチ広告又は単
に「サーチ広告」は通常、ユーザがサーチを実施するのに応答してウェブサーバが返信す
る。サーチリクエストで送信されるキーワードのうちの１つ又はそれ以上を用いて、サー
チ結果と共に返信されることになるサーチ広告を選択することができる。サーチ広告は、
実際のサーチ結果と同様に現われ、サーチ結果と統合することができる。またサーチ広告
は、サーチ結果ページの別個のセクションに現われることもできる。サーチ広告は、上記
で検討したような関連リンクを有するなど、バナー広告の属性を有して現れることができ
る。本明細書で用いる「広告」という用語は、サーチ広告、バナー広告、又は別のタイプ
の広告を意味することができる。アプリケーション広告の別の実施例は、地図作成アプリ
ケーションによって生成されるものである。広告は、ユーザに送信される地図又は方向と
統合することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国出願番号第１１／５３８，７８０号公報
【特許文献２】米国特許出願第１１／５３７，４４７号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　モバイルデバイスは、非モバイルデバイスとは異なる特性を有する。通常モバイルデバ
イスは、より小さいディスプレイ画面を有する。モバイルデバイスは、異なる入力機構を
有し、或いは通話の開始、ＳＭＳメッセージの送受信、ロケーション情報の提供、及び同
様のことのような、非モバイルデバイスとは異なる他の能力を有することができる。モバ
イルデバイスと対話するユーザは、非モバイルデバイスのユーザとは異なるリクエスト又
は関心を有する可能性がある。また多くの広告主は、モバイルウェブサイト、又はモバイ
ルデバイスから容易に閲覧及びナビゲートすることができるウェブサイトを有さない。広
告主及びウェブコンテンツプロバイダにとって、インターネットにわたって広告を行う効
果的な手法を有することは重要である。従って、これら及び他の考慮事項に関して本発明
を実施した。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本発明を実施することができる環境の１つの実施形態のシステム図である。
【図２】本発明を実装するシステムと通信することができるモバイルデバイスの１つの実
施形態を示す図である。
【図３】本発明を実装するシステムに含めることができるネットワークデバイスの１つの
実施形態を示す図である。
【図４】モバイルクライアントデバイスをマネタイゼーションするプロセスの１つの実施
形態を全体的に示す論理フロー線図である。
【図５】クライアントデバイスに広告を配信するためのプロセスの１つの実施形態を全体
的に示す論理フロー線図である。
【図６】クライアントデバイスに送信するクリック動作を決定するためのプロセスの１つ
の実施形態を全体的に示す論理フロー線図である。
【図７】クライアントデバイスから受信するユーザ選択を処理するためのシステムの１つ
の実施形態を全体的に示すブロック図である。
【図８】クライアントデバイスから受信したユーザ選択を処理するためのプロセスの１つ
の実施形態を全体的に示す論理フロー線図である。
【図９Ａ】クライアントデバイス上にクリック動作リンクが表示されたページを示す、ク
ライアントデバイスの絵図である。
【図９Ｂ】クライアントデバイス上にクリック動作リンクが表示されたページを示す、ク
ライアントデバイスの絵図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本発明の非限定的且つ非網羅的な実施形態を以下の図面を参照しながら説明する。図面
において、別途指定しない限り各図全体を通じて同様の参照番号は同じ要素を示す。
【０００８】
　本発明をより理解するために、添付図面を参照しながら以下の発明を実施するための形
態について説明する。
【０００９】
　ここで本発明を本明細書の一部を成す添付図面を参照しながら以下でより詳細に説明す
るが、ここでは、本発明を実施することができる特定の例示的な実施形態を例証として示
している。しかしながら、本発明は、多くの異なる形式で具現化することができ、本明細
書に記載された実施形態に限定されるものと解釈すべきではない。むしろ、これらの実施
形態は、本開示が詳細且つ完全であり、当業者に本発明の範囲を十分に伝えるように提供
されている。とりわけ、本発明は、方法又は装置として具現化することができる。従って
、本発明は、完全なハードウェアの実施形態、完全なソフトウェアの実施形態、ソフトウ
ェア及びハードウェア態様を組み合わせた実施形態の形式をとることができる。従って、
以下の詳細な説明は、限定的な意味で捉えるべきではない。
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【００１０】
　明細書及び請求項全体にわたって、文脈上別に明確に言及されていない限り、以下の用
語は、本明細書で明確に関連付けられた意味をとる。本明細書で使用される語句「１つの
実施形態において」は、必ずしも同じ実施形態を指すとは限らない。更に、本明細書で使
用する語句「別の実施形態において」とは、必ずしも異なる実施形態を指すとは限らない
。従って、以下で説明するように、本発明の範囲又は精神から逸脱することなく、本発明
の様々な実施形態は容易に組み合わせることができる。
【００１１】
　加えて、本明細書で使用する用語「又は」は、包含的な「又は」演算子であり、別途文
脈上で明確に言及されていない限り、用語「及び／又は」と相当語句である。用語「に基
づく」とは、排他的ではなく、文脈で別途明確に言及されていない限り、記載されていな
い付加的な要因に基づくことを許容する。加えて、本明細書全体にわたって、単数表現の
意味は、複数の言及を含む。「において」の意味は、「において」及び「上で」を含む。
【００１２】
　本明細書で使用するように、リクエスト、応答、又は他のメッセージなどのアイテムを
デバイス又は構成要素から「受信する」という用語は、１つ又はそれ以上のデバイス又は
構成要素によって転送される場合のように、メッセージを間接的に受信することを含む。
同様に、デバイス又は構成要素にアイテムを「送信する」とは、１つ又はそれ以上のデバ
イス又は構成要素によって転送される場合のように、メッセージを間接的に送信すること
を含む。
【００１３】
　本明細書で使用する用語「モバイル識別番号（ｍｏｂｉｌｅ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔ
ｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒ（ＭＩＮ）」とは、モバイルキャリアのネットワーク内で移動デバ
イスを一意に識別する番号を指す。携帯電話の電話番号は、ＭＩＮとして使用することが
できる。
【００１４】
　本明細書で使用する用語「クライアントアプリケーション」とは、クライアントコンピ
ューティングデバイス上で実行されるアプリケーションを意味する。クライアントアプリ
ケーションは、「Ｃ」、「Ｃ＋＋」、「Ｊ２ＭＥ」、「Ｂｒｅｗ」、Ｊａｖａ（登録商標
）、及び同様のものなどの様々な言語のうちの１つ又はそれ以上で記述することができる
。ブラウザ、電子メールクライアント、テキストメッセージングクライアント、カレンダ
ー、及びゲームがクライアントアプリケーションの実施例である。モバイルクライアント
アプリケーションは、モバイルデバイス上で実行されるクライアントアプリケーションを
意味する。
【００１５】
　本明細書で使用する用語「ネットワークアプリケーション」とは、ネットワークにわた
って少なくとも１つの他の構成要素と直接的又は間接的に通信するコンピュータベースの
アプリケーションを指す。ウェブサイト、電子メールサーバ、メッセージングサーバ、及
びゲームサーバがネットワークアプリケーションの実施例である。
【００１６】
　本明細書で使用する用語「統一資源識別子（ｕｎｉｆｏｒｍ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｉｄ
ｅｎｔｉｆｉｅｒ、ＵＲＩ）」とは、抽象又は物理リソースを識別するために用いられる
識別子を指す。ＵＲＩという用語は、統一資源位置指定子（ｕｎｉｆｏｒｍ　ｒｅｓｏｕ
ｒｃｅ　ｌｏｃａｔｏｒ、ＵＲＬ）及び統一資源名（ｕｎｉｆｏｒｍ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ
　ｎａｍｅ、ＵＲＮ）を含む。ＲＦＣ３９８６は、ＵＲＩの構文を記述している。本明細
書で使用する用語ＵＲＩとは、この構文に限定されず、他の構文を含むことができる。
【００１７】
　要約すると、本発明は、商取引を生み出す目標を最も効果的に達成する動作を決定して
、これをユーザに提示する機構を設けることによる、モバイルウェブユーザのマネタイゼ
ーションに関する。本発明は、マネタイゼーションの効果的な機構を選択し動作選択肢を
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決定してユーザに提示するプロセス内に、モバイルデバイスの知識、モバイルデバイス、
ユーザ－行動、モバイルデバイスユーザとの対話の状況、及び広告主からの情報、並びに
他の情報を組み込む。本発明のシステム及び方法は、クライアントデバイスに送信し、ユ
ーザに提示することができる動作選択肢の決定を含む、クライアントデバイスに送信する
広告のコンテンツ、ウェブページ、又は他のコンテンツを決定することを可能にする。本
発明のシステム及び方法は更に、ユーザによる動作の選択を処理して、選択された動作を
実施することを可能にする。本発明のシステム及び方法は更に、広告主がモバイルウェブ
サイトを利用する必要がなく、モバイルデバイスのユーザとの通信、対話、又はトランザ
クションの実施を行う機構を広告主に提供する。本発明は、モバイルデバイスのようなク
ライアントデバイスのユーザとの通信の１つ又はそれ以上の手法を広告主に提供する。こ
れらの通信機構は、限定ではないが、電話通信、ＳＭＳメッセージング、ＩＭメッセージ
ング、及びウェブベース応答を含む。本発明は更に、クライアントデバイスのユーザに提
示することができる１つ又はそれ以上の追加動作を広告主に提供する。これらの動作は、
限定ではないが、購入トランザクションの実施、サーチの実施、情報の保存、及び情報の
リクエストを含む。
【００１８】
（例示的運用環境）
　図１は、本発明を実施することができる環境の１つの実施形態の構成要素を示している
。本発明を実施するために全ての構成要素が必要なわけではなく、本発明の精神又は範囲
から逸脱することなく、各構成要素の配置及びタイプにおいて変形形態を形成することが
できる。図示のように、図１のシステム１００は、クライアントデバイス、詳細にはモバ
イルデバイス１０２～１０８を含む。システムはまた、ネットワーク１１０、ネットワー
クアプリケーションゲートウェイ１１４、バナー広告サーバ１１２、ＡＤＳデータベース
１５０、サーチアプリケーション１１８、アプリケーション広告サーバ１２０、クリック
動作サーバ１１６、及びウェブサービス１４０～１４２を含む。
【００１９】
　本発明に従って様々なクライアントデバイスを用いることができる。クライアントデバ
イスは、モバイルデバイス、パーソナルコンピュータ及びメディアセンターのようなデジ
タル家庭用クライアント、並びに他のクライアントデバイスを含むことができる。モバイ
ルデバイス１０２～１０４の１つの実施形態を図２に関連して以下でより詳細に説明する
。しかしながら、一般に、モバイルデバイス１０２～１０４は、ネットワーク１１０又は
同様のものなどのネットワーク上でメッセージを送受信することができるあらゆる携帯用
コンピューティングデバイスを実質的に含むことができる。モバイルデバイス１０２～１
０４はまた、携帯可能なものとして構成されたクライアントデバイスとして一般に説明す
ることもできる。モバイルデバイス１０２～１０４は、無線技術、有線接続、又は有線及
び無線両方の接続の組み合わせを用いてネットワークに接続する能力を有することができ
る。従って、モバイルデバイス１０２～１０４は、別のコンピューティングデバイスに接
続して情報を受信することができるあらゆる携帯用コンピューティングデバイスを実質的
に含むことができる。このようなデバイスは、携帯電話、スマート電話、ディスプレイペ
ージャ、無線周波数（ＲＦ）デバイス、赤外線（ＩＲ）デバイス、携帯情報端末（ＰＤＡ
）、ハンドヘルドコンピュータ、ラップトップコンピュータ、ウェアラブルコンピュータ
、タブレットコンピュータ、前述のデバイスの１つ又はそれ以上を組み合わせた統合型デ
バイス、及び同様のものなどの携帯デバイスを含む。従って、モバイルデバイス１０２～
１０４は通常、能力及び機能に関して広範囲にわたる。例えば、携帯電話は、数字キーパ
ッド、及びテキストのみを表示することができる数行の白黒のＬＣＤディスプレイを有す
ることができる。別の実施例において、別の携帯電話又はウェブ対応モバイルデバイスは
、接触感知スクリーン、スタイラス、並びにテキスト及びグラフィックの両方を表示する
ことができる数行のカラーＬＣＤディスプレイを有することができる。
【００２０】
　ウェブ対応の移動デバイスは、ウェブページ、ウェブベースのメッセージ、及び同様の
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ものを送受信するように構成されたブラウザアプリケーションを含むことができる。ブラ
ウザアプリケーションは、無線アプリケーションプロトコルメッセージ（ＷＡＰ）及び同
様のものを含むあらゆるウェブベースの言語又はプロトコルを実質的に利用して、グラフ
ィックス、テキスト、ビデオ、マルチメディア、及び同様のものを受信して表示するよう
に構成することができる。１つの実施形態において、ブラウザアプリケーションは、ハン
ドヘルドデバイスマークアップ言語（ＨＤＭＬ）、無線マークアップ言語（ＷＭＬ）、Ｗ
ＭＬＳＣＲＩＰＴ、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）、汎用マークアップ言語（ＳＧＭ
Ｌ）、ハイパーテキストマークアップ言語（ＨＴＭＬ）、拡張可能マークアップ言語（Ｘ
ＭＬ）、及び同様のものを利用してメッセージを表示し送信することができるようになっ
ている。
【００２１】
　モバイルデバイス１０２～１０４は、別のコンピューティングデバイスからコンテンツ
を受信するように構成された１つ又はそれ以上の他のクライアントアプリケーションを含
むことができる。クライアントアプリケーションは、テキストコンテンツ、グラフィック
コンテンツ、オーディオコンテンツ、ビデオコンテンツ、及び同様のものを提供して受信
する能力を含むことができる。クライアントアプリケーションは更に、タイプ、能力、名
前、及び同様のものを含む、自己を識別する情報を提供することができる。１つの実施形
態において、モバイルデバイス１０２～１０４は、電話番号、モバイル識別番号（ＭＩＮ
）、電子シリアル番号（ＥＳＮ）、又は他のモバイルデバイス識別子を含む様々な機構の
いずれかを通じてモバイルデバイスを一意に識別することができる。またこれらの情報は
、モバイルデバイスに利用可能なコンテンツフォーマットを示すこともできる。このよう
な情報は、メッセージ又は同様のもので提供され、ネットワークアプリケーションゲート
ウェイ１１４、クリック動作サーバ１１６、又は他のコンピューティングデバイスに送信
することができる。
【００２２】
　モバイルデバイス１０２～１０４はまた、ネットワークアプリケーションゲートウェイ
１１４、クリック動作サーバ１１６、又は同様のものなどの別のコンピューティングデバ
イスの間で、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）、マルチメディアメッセージサービ
ス（ＭＭＳ）、インスタントメッセージング（ＩＭ）、インターネット中継チャット（Ｉ
ＲＣ）、Ｍａｒｄａｍ－Ｂｅｙ’ｓ　ＩＲＣ（ｍＩＲＣ）、Ｊａｂｂｅｒ、及び同様のも
のなどを通じてメッセージを通信するよう構成することができる。しかしながら本発明は
、これらのメッセージプロトコルに限定されず、実質的に他のあらゆるメッセージプロト
コルを用いることができる。
【００２３】
　モバイルデバイス１０２～１０４は更に、ユーザがＩＭセッションなどの通信セッショ
ンに参加できるように構成することができる。従って、モバイルデバイス１０２～１０４
は、クライアントデバイスに代わって様々な動作を管理するように構成されたクライアン
トアプリケーションを含むことができる。例えば、クライアントアプリケーションは、ユ
ーザが、ブラウザアプリケーション、電子メールアプリケーション、ＩＭアプリケーショ
ン、ＳＭＳアプリケーション、及び同様のものと対話することを可能にする。
【００２４】
　移動デバイス１０２－１０４は更に、エンドユーザがエンドユーザアカウントにログイ
ンできるようにするクライアントアプリケーションを含むように構成することができ、エ
ンドユーザアカウントは、コンテンツプロバイダ１０７などの他のコンピューティングデ
バイスによって管理することができる。例えば、このようなエンドユーザアカウントは、
エンドユーザが、電子メールの受信、ＩＭメッセージ、ＳＭＳメッセージの送受信、選択
したウェブページへのアクセス、ソーシャルネットワーキング活動への参加、電子財布の
維持、又は同様のことを行うことを可能にするように構成することができる。
【００２５】
　ネットワーク１１０は、モバイルデバイス１０２～１０４、並びに図示せず他のクライ
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アントデバイス及びこれらの構成要素をネットワークアプリケーションゲートウェイ１１
４、クリック動作サーバ１１６、及び同様のものなどの他のネットワークデバイスと結合
するように構成される。ネットワーク１１０は、様々な無線サブネットワークのいずれか
を含むことができ、これらは更に、スタンドアローンのアドホックネットワーク及び同様
のものをオーバーレイして、インフラストラクチャ指向の接続をモバイルデバイス１０２
～１０４に提供することができる。このようなサブネットワークは、メッシュネットワー
ク、無線ＬＡＮ（ＷＬＡＮ）ネットワーク、セルラーネットワーク、及び同様のものを含
むことができる。加えて、ネットワーク１１０は、ケーブル、電話回線、イーサネット（
登録商標）線、及び同様のものなどの有線接続でモバイルデバイスに接続することができ
る。本発明は、全体的にネットワーク、特に無線ネットワークで、或いは無線及び有線ネ
ットワークの様々な組み合わせで用いることができる。
【００２６】
　ネットワーク１１０は更に、無線リンク及び同様のものによって接続された端末、ゲー
トウェイ、ルータ、及び同様のものといった自律システムを含むことができる。これらの
コネクタは、自由且つランダムに移動して自己を任意に編成するように構成することがで
きるので、無線ネットワーク１１０のトポロジは迅速に変化することができる。
【００２７】
　ネットワーク１１０は更に、セルラーシステム用の第２（２Ｇ）、第３（３Ｇ）世代無
線アクセス、ＷＬＡＮ、無線ルータ（ＷＲ）メッシュ、及び同様のものを含む、複数のア
クセス技術を利用することができる。２Ｇ、３Ｇ、及び将来のアクセスネットワークなど
のアクセス技術は、様々な移動度を有するモバイルデバイス１０２～１０４などのモバイ
ルデバイスに対して広範なカバレッジを可能にすることができる。例えば、ネットワーク
１１０は、モバイル通信用グローバルシステム（ＧＳＭ）、汎用パケット無線サービス（
ＧＰＲＳ）、拡張データＧＳＭ環境（ＥＤＧＥ）、広帯域符号分割多元接続（ＷＣＤＭＡ
）、及び同様のものなどの無線ネットワークアクセスを通じて無線接続を可能にすること
ができる。本質的に、ネットワーク１１０は、モバイルデバイス１０２～１０４及び別の
コンピューティングデバイス、ネットワーク、及び同様のものとの間で情報が移動できる
あらゆる通信機構を実質的に含むことができる。
【００２８】
　ネットワーク１１０は更に、モバイルデバイス１０２～１０４と、ネットワークアプリ
ケーションゲートウェイ１１４及びクリック動作サーバ１１６などの他のネットワークデ
バイスとの間で仲介者としての役割を果たす１つ又はそれ以上のネットワークゲートウェ
イ（図示せず）を含むか又は利用することができる。ネットワークゲートウェイは、デバ
イス又はネットワークからデータを受信し、該データを変換して、データを別のデバイス
又はネットワークに転送することができる。ネットワークゲートウェイは、１つよりも多
い方向で変換を実施することができる。例えば、変換は、２つのデバイス間又は２つのネ
ットワーク間の通信を可能にするために、プロトコル又は通信機構を修正することを含む
ことができ、その各々が異なるプロトコルを用いる可能性がある。ＷＡＰゲートウェイは
、ネットワークゲートウェイの１つのタイプである。ＷＡＰゲートウェイは、無線アプリ
ケーションプロトコル（ＷＡＰ）を用いる第１のデバイスと第２のデバイスとの間の通信
を可能にすることができる。第２のデバイスは、例えば、ハイパーテキスト転送プロトコ
ル（ＨＴＴＰ）を用いて通信を行うことができる。ＳＭＳゲートウェイは、ショートメッ
セージサービス（ＳＭＳ）プロトコルを用いるデバイスとＨＴＴＰを用いるものなどの別
のデバイスとの間の通信を可能にするネットワークゲートウェイである。ＷＡＰ及びＳＭ
Ｓゲートウェイは、ＷＡＰゲートウェイの機能とＳＭＳゲートウェイの機能とを組み合わ
せる。
【００２９】
　ネットワークアプリケーションゲートウェイ１１４は、ネットワークゲートウェイとネ
ットワークアプリケーションとの間のゲートウェイとしての役割を果たすことができる。
ネットワークアプリケーションゲートウェイ１１４は、１つ又はそれ以上の方向でデータ
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又はプロトコルの変換を実施し、又はクライアントデバイスに送信されるコンテンツを追
加し、或いは１つ又はそれ以上の他の機能を実施してクライアントデバイスとの通信を可
能にすることができる。ネットワークアプリケーションゲートウェイの実施例は、２００
６年９月２９日に出願された名称「ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＭＡ
ＮＡＧＩＮＧ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＦＯＲ　ＲＥＭＯＴＥ　ＣＬＩＥＮＴ　ＤＥＶＩＣＥＳ
（遠隔クライアントデバイスに向けたコンテンツを管理するためのシステム及び方法）」
である同時係属中の米国特許出願第１１／５３７，４４７号に開示されており、当該出願
は引用により本明細書に組み込まれる。
【００３０】
　図１は、モバイルデバイス１０２～１０４がネットワークアプリケーションゲートウェ
イ１１４と通信を行っており、ネットワークアプリケーションゲートウェイ１１４がバナ
ー広告サーバ１１２、クリック動作サーバ１１６、及びサーチアプリケーション１１８と
通信を行っていることを示している。図１はまた、サーチアプリケーション１１８が、ア
プリケーション広告サーバ１２０及びウェブサービス１４０～１４２と通信を行っている
ことも示している。図１は更に、クリック動作サーバ１１６がＡＤＳデータベース１５０
と通信を行うことを示している。これらの通信の各々は、直接接続、又は１つ又はそれ以
上のネットワーク、或いはこれらの組み合わせを用いることができる。
【００３１】
　上記の通信のいずれか１つ又はそれ以上を可能にするネットワークは、一方の電子デバ
イスから他方に情報を通信するためにあらゆる形態のコンピュータ可読媒体を利用するこ
とができる。また、ネットワークは、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、広域ネッ
トワーク（ＷＡＮ）、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ポートなどを通じた直接接続
、他の形態のコンピュータ可読媒体、又はこれらのいずれかの組み合わせに加えて、イン
ターネットを含むことができる。異なるアーキテクチャ及びプロトコルに基づくものを含
むＬＡＮの相互接続されたセット上において、ルータはＬＡＮ間のリンクとして機能し、
メッセージを一方から他方に送信することを可能にする。また、ＬＡＮ内の通信リンクは
通常、ツイストペア線又は同軸ケーブルを含むが、ネットワーク間の通信リンクは、アナ
ログ電話回線、Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３、及びＴ４を含む完全又は部分的なデジタル専用回線、
統合サービスデジタル通信網（ＩＳＤＮ）、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、衛星リンク
を含む無線リンク、或いは当業者には公知の他の通信リンクを利用することができる。更
に遠隔コンピュータ及び他の関連電子デバイスは、モデム及び一時電話回線を介してＬＡ
Ｎ又はＷＡＮのいずれかと遠隔で接続することができる。本質的にネットワークは、ネッ
トワークアプリケーションゲートウェイ１１４、バナー広告サーバ１１２、サーチアプリ
ケーション１１８、アプリケーション広告サーバ１２０、ウェブサービス１４０～１４２
、クリック動作サーバ１１６、及び他のコンピューティングデバイス間で情報が移動でき
るあらゆる通信方法を含む。
【００３２】
　更に、通信媒体は通常、搬送波、データ信号、又は他の伝送機構などの変調データ信号
内にコンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュール、又は他のデータを具現
化し、あらゆる情報配信媒体を含む。用語「変調データ信号」及び「搬送波信号」とは、
情報、命令、データ、及び同様のものを信号内に符号化するような方式で設定又は変更さ
れた特性の１つ又はそれ以上を有する信号を含む。例証として、通信媒体は、ツイストペ
ア、同軸ケーブル、光ファイバ、導波管及び他の有線媒体などの有線媒体、並びに音響、
ＲＦ、赤外線及び他の無線媒体などの無線媒体を含む。
【００３３】
　図１は、ネットワークアプリケーションゲートウェイ１１４、バナー広告サーバ１１２
、クリック動作サーバ１１６、サーチアプリケーション１１８、アプリケーション広告サ
ーバ１２０、及びウェブサービス１４０～１４２の各々を別個のコンピューティングデバ
イスとして有するシステムの１つの実施形態を例示しているが、本発明はこれに限定され
ない。ソフトウェア、ハードウェア、又はこれらのコンポーネントのいずれかの部分を実
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装するハードウェア－ソフトウェアの組み合わせを、単一のコンピューティングデバイス
上の他のあらゆるコンポーネントと組み合わせるか、或いは複数のコンピューティングデ
バイス間で異なる方式で構成することができる。いずれかのコンポーネントの機能の一部
又は全ては、複数のコンピューティングデバイスの間で分散させ又は重複させることがで
きる。詳細には、１つの実施形態において、クリック動作サーバ１１６又はその一部は、
ネットワークアプリケーションゲートウェイ１１４内の１つ又はそれ以上のソフトウェア
コンポーネントとして実装される。１つの実施形態において、バナー広告サーバ１１２及
びアプリケーション広告サーバ１２０の機能の少なくとも一部は、単一のコンピューティ
ングデバイスに組み合わせることができる。ＡＤＳデータベース１５０は、バナー広告サ
ーバ１１２上、又は別個のコンピューティングデバイス上に常駐させることができ、或い
は複数のコンピューティングデバイスにわたって分散させることができる。
【００３４】
　ネットワークアプリケーションゲートウェイ１１４、バナー広告サーバ１１２、クリッ
ク動作サーバ１１６、サーチアプリケーション１１８、アプリケーション広告サーバ１２
０、又はウェブサービス１４０～１４２のうちのいずれか１つ又はそれ以上を実装するの
に用いることができるネットワークデバイスの１つの実施形態は、図３と併せて以下で詳
細に説明する。しかしながら要約すると、このようなネットワークデバイスは、他のネッ
トワークデバイスと通信して、ネットワークアプリケーション又はウェブサイトがモバイ
ルデバイス１０２～１０４などのクライアントデバイスからのリクエストを処理しこれに
応答することを可能することができるあらゆるコンピューティングデバイスを含むことが
できる。これらのネットワークデバイスとして動作することができるデバイスは、パーソ
ナルコンピュータ、デスクトップコンピュータ、マルチプロセッサシステム、マイクロプ
ロセッサベース又はプログラム可能な家電製品、ネットワークＰＣ、サーバ、及び同様の
もの、或いはこれらのいずれかの組み合わせを含む。
【００３５】
　図１は、ネットワークアプリケーションゲートウェイ１１４と通信を行うバナー広告サ
ーバ１１２、及びサーチアプリケーション１１８と通信を行うアプリケーション広告サー
バ１２０である、２つの広告サーバを有するシステムの実施形態を例示している。要約す
ると、広告サーバは、バナー広告、サーチ広告などのアプリケーション広告又は他のタイ
プの広告とすることができる広告を提供する。アプリケーション広告は、アプリケーショ
ンとの対話に関連付けられた広告である。アプリケーション広告は通常、何らかの方法で
のアプリケーション表示と統合される。サーチ広告は、アプリケーション広告の１つの実
施例である。サーチが実施されるときに、サーチアプリケーションは、サーチキーワード
に基づいて１つ又はそれ以上の広告を選択することができる。サーチアプリケーションは
、サーチ広告をサーチ結果と組み合わせ、これらを統合した様式で提示することができる
。幾つかの実施形態において、この統合は、サーチ広告とサーチ結果との間に明確な区別
がないほど完全なものとすることができる。幾つかの実施形態において、サーチ広告を示
す１つ又はそれ以上の手法は、テキスト、色、区切りライン、及び同様のものなどを含め
ることができる。同様に、他のアプリケーションがアプリケーション広告を生成させるこ
ともできる。例えば、地図作成アプリケーションは、リクエスト内のロケーション指定を
用いて、地域内の企業のロケーションなどのロケーションに基づく広告を生成させること
ができ、広告を地図上に表示することができる。
【００３６】
　バナー広告は通常、アプリケーションの結果とは別個の位置、又はより識別可能な位置
に配置される。例えば、バナー広告は、ページの頂部又は底部、或いは余白部に沿って位
置することができる。バナー広告は、アプリケーション広告と同様の基準又は異なる基準
に基づいて選択され、或いはランダムに選択されてもよい。
【００３７】
　バナー広告サーバ１１２は、関連するＡＤＳデータベース１５０を有することができ、
これはバナー広告サーバ１１２と統合又は通信することができる。ＡＤＳデータベース１
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５０は、広告コンテンツに関係するデータ、制約条件、及び各広告の使用に関係する規則
を記憶する。またＡＤＳデータベース１５０は、広告の受信に応答して動作が実施された
ときに用いられる情報を記憶することもできる。バナー広告サーバ１１２内に記憶される
データの少なくとも一部は、広告主が指定することができる。広告主は、提供されること
になる広告のコンテンツ、クライアントデバイスに提示することができるクリック動作、
表示すべきクリック動作を決定する際に用いるべき基準に関係する仕様、並びに同様のも
のを記述するデータを指定することができる。この指定は、各クリック動作に対するマネ
タイゼーション値を含むことができる。マネタイゼーション値は、ユーザがクリック動作
を選択することに関する広告主にとっての価値を表す。この値には、ユーザが購入又は他
のトランザクションを行うことになる確率を組み込むことができる。またこの値には、ク
リック動作を選択することで生じる可能性がある収益額を組み込むこともできる。広告主
はまた、対応するクリック動作が選択されたときに、クライアントデバイスに配信される
ことになるコンテンツを指定することもできる。コンテンツは、ＳＭＳメッセージ、電子
メール、又はウェブページの内容を含むことができる。コンテンツはまた、呼び出される
電話番号、或いはＳＭＳメッセージ又は電子メールを送信すべきアドレスを含むこともで
きる。更に広告主は、小売店舗及びその場所のリストなど、サーチが実施されるデータを
提供することができる。
【００３８】
　バナー広告サーバ１１２は、様々な決定を行うデータを含む、広告の選択及び生成で用
いるデータ又はパラメータセットを受信することができる。広告の選択及び生成は、広告
主の選択、広告主に関連する広告の選択、又は広告に含めるコンテンツの選択を含むこと
ができる。これら及び他の決定がベースとすることができるデータは、ユーザ又はモバイ
ルデバイスについての情報、ユーザ又はモバイルデバイスがとった動作、現在の行動に関
係する情報、１又はそれ以上の広告主に関係するデータ、関連イベント、及び様々な他の
タイプの情報を含むことができる。
【００３９】
　クリック動作サーバ１１６は、モバイルデバイスユーザが利用できるようにする最適な
クリック動作を選択するプロセスを実装する。クリック動作サーバ１１６は、選択プロセ
スで用いるデータ又はパラメータセットを受信することができる。これら及び他の決定が
ベースとすることができるデータは、ユーザ又はモバイルデバイスについての情報、ユー
ザ又はモバイルデバイスがとった動作、現在の行動に関係する情報、１又はそれ以上の広
告主に関係するデータ、関連イベント、及び様々な他のタイプの情報を含むことができる
。物理的ロケーション及び移動は、このデータの実施例である。クリック動作サーバ１１
６は、モバイルデバイスのロケーション、モバイルデバイスが移動している又は移動して
きた方向、或いは移動の速度に基づいて提示するクリック動作を選択することができる。
クリック動作を選択するこれらの要因及びプロセスは、以下で更に詳細に検討し図５に示
す。
【００４０】
　サーチアプリケーション１１８は、サーチを実施するアプリケーションである。サーチ
アプリケーション１１８は、ワールドワイドウェブ又はその一部をサーチすること、ニュ
ースアイテムをサーチすること、データベースをサーチすること、カタログをサーチする
こと、或いは幾つかのサーチのタイプのいずれかを含むことができる。一般に、１つ又は
それ以上のキーワード、検索されるアイテムのタイプ、サーチするロケーション、又は様
々な他の仕様など、幾つかの基準又は制約条件を用いてサーチを指定する。サーチアプリ
ケーションは、結果のセットを検索し、結果ページを生成させ、結果をリクエスタに送信
することができる。上記で検討したように、サーチアプリケーションは、アプリケーショ
ンサーバからサーチ広告を検索し、このサーチ広告をサーチ結果と統合することができる
。ｗｗｗ．ｙａｈｏｏ．ｃｏｍで見ることができるＹａｈｏｏ！　ｓｅａｒｃｈは、サー
チアプリケーションの１つの実施例である。サーチアプリケーション１１８は、本発明と
共に用いることができるアプリケーションの１つの実施例である。サーチアプリケーショ
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ンの代わりに、或いはこれに加えて、地図作成アプリケーションなどの他のアプリケーシ
ョンを用いることができる。
【００４１】
　図１で例示しているように、１つの実施形態において、サーチアプリケーション１１８
は、ウェブサービス１４０～１４２と通信する。ウェブサービス１４０～１４２は、モバ
イルデバイス１０２～１０４などのクライアントデバイスからのリクエストに応答して情
報を提供又は動作を実施することができる様々なサービスを表す。このようなサービスは
、限定ではないが、情報サービス、サードパーティサービス、オーディオサービス、ビデ
オサービス、電子メールサービス、ＩＭサービス、ＳＭＳサービス、ＶＯＩＰサービス、
カレンダーサービス、写真サービス、又は同様のものを含む。これらのサービスはまた、
ニュース、株式データ、ウェブ投稿、及び同様のものなで様々なコンテンツを提供するこ
とができる。サービスはまた、銀行取引、財務管理、教育サービス、ショッピング、及び
同様のものなどの個別サービスを提供することもできる。サーチアプリケーションと通信
を行うウェブサービスは、例えば、特定のドメイン内のサーチ結果を提供する、サーチ結
果の各々に関する情報を提供する、サーチの実施を容易にするデータ又は他のサービスを
提供することができる。
【００４２】
　図１は、ネットワークアプリケーションゲートウェイ１１４がクリックマネージャ１２
４と通信する実施形態を例示している。クリックマネージャ１２４は、モバイルデバイス
１０２～１０４などのクライアントデバイスのユーザが行うべき動作を選択することによ
り生じるリクエストを受信し処理する。ユーザ選択は、クリック動作サーバ１１６によっ
て生成する１つ又はそれ以上のクリック動作リンクを有するページを受信することに応答
して行うことができる。この選択は、広告内、又はウェブページ上、或いはメッセージ内
のコンポーネントとして視覚的に現われることができる。選択することができる動作の幾
つかの実施例は、通話の開始、ＳＭＳメッセージ送信、ＳＭＳメッセージの送信リクエス
ト、電子メール送信、電子メールの送信リクエスト、購入の実施、情報保存、クーポンの
リクエスト、サーチの実施、及びサーチの実施リクエストである。図９Ａ～９Ｂは、これ
らの選択のうちの一部をモバイルデバイスユーザにどのように提示できるかに関する実施
例を示している。これらの動作の各々を以下で詳細に検討する。
【００４３】
　図１は、クリックマネージャ１２４をネットワークアプリケーションゲートウェイ１１
４とは別個に示しているが、クリックマネージャの機能及び構成要素のうちの一部又は全
ては、１つ又はそれ以上のコンピューティングデバイス内にネットワークアプリケーショ
ンゲートウェイ１１４と組み合わせて統合することができる。１つの実施形態において、
クライアントデバイスのクリック動作選択は、最初にネットワークアプリケーションゲー
トウェイ１１４に進み又はそこを通過することなく、モバイルデバイスからクリックマネ
ージャ１２４に送信される。本発明に従って、本システムのこれら及び他の変形形態を用
いることができる。
【００４４】
（例示的なモバイルクライアント環境）
　図２は、本発明を実施するシステムに含めることができるモバイルデバイス２００の１
つの実施形態を示している。モバイルデバイス２００は、図２に示したよりも多いか又は
少ない構成要素を含むことができる。しかしながら、図示の構成要素は、本発明を実施す
るための例示的な実施形態を開示するには十分である。例えば、モバイルデバイス２００
は、図１のモバイルデバイス１０２～１０４を表すことができる。
【００４５】
　図に示すように、モバイルデバイス２００は、バス２２４を介してマスメモリ２３０と
通信する処理ユニット（ＣＰＵ）２２２を含む。同様にモバイルデバイス２００は、電源
２２６、１つ又はそれ以上のネットワークインターフェース２５０、オーディオインター
フェース２５２、ディスプレイ２５４、キーパッド２５６、照明器２５８、入力／出力イ
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ンターフェース２６０、触覚インターフェース２６２、及び任意的な全地球測位システム
（ＧＰＳ）受信器２６４を含む。電源２２６は、モバイルデバイス２００に電力を供給す
る。充電式又は非充電式電池を用いて電力を供給することができる。電力はまた、ＡＣア
ダプタ又は電池を補充及び／又は再充電する充電ドッキングクレードルのような外部電源
によって供給することもできる。
【００４６】
　モバイルデバイス２００は、任意的に基地局（図示せず）と通信し、又は別のコンピュ
ーティングデバイスと直接通信することができる。ネットワークインターフェース２５０
は、モバイルデバイス２００を１つ又はそれ以上のネットワークに結合するための回路を
含み、限定ではないが、モバイル通信用グローバルシステム（ＧＳＭ）、符号分割多元接
続（ＣＤＭＡ）、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）、ユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ
）、伝送制御プロトコル／インターネットプロトコル（ＴＣＰ／ＩＰ）、ＳＭＳ、汎用パ
ケット無線サービス（ＧＰＲＳ）、ＷＡＰ、超広帯域無線（ＵＷＢ）、ＩＥＥＥ８０２．
１６のＷｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗ
ａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ　（ＷｉＭａｘ）、ＳＩＰ／ＲＴＰ、又は様々な他の無線通信プロ
トコルのいずれかを含む、１つ又はそれ以上の通信プロトコル及び技術と共に使用するよ
うに構成される。ネットワークインターフェース２５０は、場合によっては、トランシー
バ、送受信デバイス、又はネットワークインターフェースカード（ＮＩＣ）としても公知
である。
【００４７】
　オーディオインターフェース２５２は、人間の音声などのオーディオ信号を生成し受信
するように構成されている。例えば、オーディオインターフェース２５２は、スピーカ及
びマイクロフォン（図示せず）に結合されて、他者との電気通信を可能にし、及び／又は
何らかの動作に対するオーディオ確認応答を生成することができる。ディスプレイ２５４
は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、ガスプラズマ、発光ダイオード（ＬＥＤ）、又はコン
ピューティングデバイスで用いられる他のあらゆるタイプのディスプレイとすることがで
きる。ディスプレイ２５４はまた、スタイラス又は人間の手の指などの物体からの入力を
受信するように構成された接触感知スクリーンを含むこともできる。
【００４８】
　キーパッド２５６は、ユーザからの入力を受信するように構成されたあらゆる入力デバ
イスを備えることができる。例えば、キーパッド２５６は、プッシュボタン式の数字ダイ
アル又はキーボードを含むことができる。キーパッド２５６はまた、画像の選択及び送信
に関連するコマンドボタンを含むこともできる。照明器２５８は、ステータス表示を提供
し、及び／又は光を供給することができる。照明器２５８は、特定の時間期間又はイベン
トに応答して作動状態を維持することができる。例えば、照明器２５８は、作動時にキー
パッド２５６上のボタンをバックライトで照明し、クライアントデバイスに給電されてい
る間は点灯したままの状態を続けることができる。照明器２５８はまた、別のクライアン
トデバイスにダイアルするなど、特定の動作が実施されるときに様々なパターンでこれら
のボタンをバックライトで照明することもできる。照明器２５８はまた、動作に応答して
照明するように、クライアントデバイスの透明又は半透明ケース内に光源を位置付けるよ
うにすることもできる。
【００４９】
　モバイルデバイス２００はまた、ヘッドセット、或いは図２に示していない他の入力又
は出力デバイスなどの外部デバイスと通信するための入力／出力インターフェース２６０
を備える。入力／出力インターフェース２６０は、ＵＳＢ、赤外線、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
（商標）、又は同様のものなど、１つ又はそれ以上の通信技術を利用することができる。
触覚インターフェース２６２は、クライアントデバイスのユーザに触覚フィードバックを
提供するように構成される。例えば、触覚インターフェースを利用して、別のコンピュー
ティングデバイスユーザが呼び出しているときに、特定の手法でモバイルデバイス２００
を振動させることができる。
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【００５０】
　任意選択のＧＰＳトランシーバ２６４は、地球表面上でのモバイルデバイス２００の物
理座標を決定することができ、通常は、ロケーションを緯度値及び経度値として出力する
。ＧＰＳトランシーバ２６４はまた、限定ではないが、三角測量、アシストＧＰＳ（ＡＧ
ＰＳ）、Ｅ－ＯＴＤ、ＣＩ、ＳＡＩ、ＥＴＡ、ＢＳＳ、又は同様のものを含む他の測位機
構を利用して、地球表面上の移動デバイス２００の物理ロケーションを更に決定すること
ができる。ＧＰＳトランシーバ２６４は、異なる条件下で、モバイルデバイス２００の物
理ロケーションを数ミリメートルの範囲内で決定することができ、他の場合には、決定さ
れた物理ロケーションは、１メートル又はそれよりも極めて大きい距離の範囲内など、精
度がより低い場合がある点は理解されたい。しかしながら、１つの実施形態において、モ
バイルデバイスは、他の構成要素を通じて、例えば、ＭＡＣアドレス、ＩＰアドレス、又
は同様のものを含むモバイルデバイスの物理ロケーションを決定するのに用いることがで
きる他の情報を提供することができる。
【００５１】
　マスメモリ２３０は、ＲＡＭ２３２、ＲＯＭ２３４、及び他の記憶手段を含む。メモリ
２３０は、揮発性メモリ、フラッシュメモリなどの不揮発性メモリ、又はこれらの両方を
含むことができる。メモリ２３０は、ユーザによって容易に着脱可能な不揮発性メモリを
含むことができる。マスメモリ２３０は、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラ
ムモジュール、又は他のデータなどの情報を記憶するためのコンピュータ記憶媒体の別の
実施例を示している。マスメモリ２３０は、モバイルデバイス２００の低レベル動作を制
御するための基本入力／出力システム（「ＢＩＯＳ」）２４０を記憶する。またマスメモ
リは、モバイルデバイス２００の動作を制御するためのオペレーティングシステム２４１
を記憶する。この構成要素は、あるバージョンのＵＮＩＸ（登録商標）又はＬＩＮＵＸ（
商標）などの汎用オペレーティングシステム、或いは、Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｍｏｂｉｌｅ（
商標）又はＳｙｍｂｉａｎ（登録商標）オペレーティングシステムなどの専用クライアン
ト通信オペレーティングシステムを含むことができることは理解されるであろう。オペレ
ーティングシステムは、Ｊａｖａ（登録商標）アプリケーションプログラムを介してハー
ドウェア構成要素及び／又はオペレーティングシステム動作の制御を可能にするＪａｖａ
（登録商標）仮想マシンモジュールを含む、或いはこれとインターフェース接続すること
ができる。
【００５２】
　更にメモリ２３０は、１つ又はそれ以上のデータストレージ構成要素２４４を含み、こ
れらは、とりわけアプリケーション２４２及び／又は他のデータを記憶するためにモバイ
ルデバイス２００が利用することができる。例えば、データストレージ２４４はまた、モ
バイルデバイス２００の様々な機能を記述する情報を記憶するのに用いることができる。
これらの情報は次に、通信中にヘッダーの一部として送信されること、リクエストに応じ
て送信されること、又は同様のことを含む様々なイベントのいずれかに基づいて別のデバ
イスに提供することができる。更に、データストレージ２４４はまた、好みの色、セキュ
リティパラメータ、オーディオの好み、又は同様のことなどのユーザの個人的選好を記憶
するのに用いることもできる。幾つかの個人的選好は、ページ又は他の情報が受信されて
ディスプレイ２５４上で表示される方法に相関付けることができる。またデータストレー
ジは、ウェブサイト又はアプリケーションから受信され、ウェブサービス又はアプリケー
ションに戻すことができるデータを含むことができる。これらの情報は、「クッキー」と
呼ばれる場合がある。ＨＴＴＰクッキーは、ほとんどがＨＴＴＰプロトコルに準拠するク
ッキーであるが、クッキーは、別のフォーマットであり、様々な通信プロトコルの１つ又
はそれ以上に準拠することができる。個人的選好及びクッキーを含むデータストレージの
少なくとも一部はまた、モバイルデバイス２００内のディスクドライブ又は他の記憶媒体
（図示せず）上に記憶することができる。
【００５３】
　アプリケーション２４２は、モバイルデバイス２００によって実行されたときに、メッ
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セージ（例えば、ＳＭＳ、ＭＭＳ、ＩＭ、電子メール、及び／又は他のメッセージ）、オ
ーディオ、ビデオ、テキスト、及びグラフィックを送信、受信、及び／又は他の方法で処
理し、別のクライアントデバイスの別のユーザとの電気通信を可能にするコンピュータ実
行可能命令を含むことができる。アプリケーション２４２は、１つ又はそれ以上のブラウ
ザ２４５及び１つ又はそれ以上の電子メールクライアント２４６を含むことができる。ア
プリケーションプログラムの他の実施例は、カレンダー、ＩＭアプリケーション、ＳＭＳ
アプリケーション、ＶＯＩＰアプリケーション、連絡先マネージャ、タスクマネージャ、
トランスコーダ、データベースプログラム、ワードプロセッシングプログラム、セキュリ
ティアプリケーション、スプレッドシートプログラム、ゲーム、サーチプログラム等を含
む。
【００５４】
（例示的ネットワークデバイス環境）
　図３は、本発明の１つの実施形態による、ネットワークデバイス３００の１つの実施形
態を示している。図３に例示したネットワークデバイス３００の実施形態は、ネットワー
クアプリケーションゲートウェイ１１４、バナー広告サーバ１１２、クリック動作サーバ
１１６、クリックマネージャ１２４、サーチアプリケーション１１８、又は図１のウェブ
サービス１４０～１４２のいずれかを実装するのに用いることができる。ネットワークデ
バイス３００は、図示よりも多くの構成要素を含むことができる。ネットワークデバイス
３００はまた、図示の全てよりも少ない構成要素を有することもできる。しかしながら図
示の構成要素は、本発明を実施するための例示的な実施形態を開示するには十分である。
【００５５】
　ネットワークデバイス３００は、処理ユニット３１２、ビデオディスプレイアダプタ３
１４、及びマスメモリを含み、これらは全てバス３２２を介して互いに通信している。マ
スメモリは一般に、ＲＡＭ３１６、ＲＯＭ３３２、及びハードディスクドライブ３２８、
テープドライブ、光ドライブ、及び／又はフロッピー（登録商標）ディスクドライブなど
の１つ又はそれ以上の永続的大容量記憶装置を含む。マスメモリは、ネットワークデバイ
ス３００の動作を制御するためのオペレーティングシステム３２０を記憶する。あらゆる
汎用オペレーティングシステムを用いることができる。また、ネットワークデバイス３０
０の低レベル動作を制御するために、基本入力／出力システム（「ＢＩＯＳ」）３１８が
設けられる。図３に例示するように、ネットワークデバイス３００はまた、インターネッ
ト又はいずれか他の通信ネットワークとネットワークインターフェースユニット３１０を
介して通信することもでき、ネットワークインターフェースユニット３１０は、ＴＣＰ／
ＩＰプロトコルを含む様々な通信プロトコルで使用するように構成される。ネットワーク
インターフェースユニット３１０は、場合によってはトランシーバ、送受信デバイス、又
はネットワークインターフェースカード（ＮＩＣ）としても公知である。
【００５６】
　上述のようなマスメモリは、別のタイプのコンピュータ可読媒体、すなわちコンピュー
タ記憶媒体を示している。コンピュータ記憶媒体は、コンピュータ可読命令、データ構造
、プログラムモジュール、又は他のデータなど、情報を記憶するためのいずれかの方法又
は技術で実装された揮発性、不揮発性、着脱可能、着脱不能媒体を含むことができる。コ
ンピュータ記憶媒体の実施例は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリ、又
は他のメモリ技術、ＣＤ－ＲＯＭ、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、又は他の光学式
ストレージ、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスクストレージ、又は他の磁気記憶デ
バイス、或いは、所望の情報を記憶するのに用いることができ且つコンピューティングデ
バイスによってアクセス可能な他のあらゆる媒体を含む。
【００５７】
　マスメモリはまた、プログラムコード及びデータを記憶する。１つ又はそれ以上のデー
タストレージ構成要素３２０は、オペレーティングシステム３２０又はアプリケーション
によって用いられるプログラムコード又はデータを含むことができる。データは、ＲＡＭ
３１６、又はハードディスクドライブ３２８などの他の記憶デバイス内に記憶することが
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できる。１つ又はそれ以上のアプリケーション３５２及びアプリケーションコンポーネン
トは、マスメモリ内にロードされ、オペレーティングシステム３２０上で実行される。ア
プリケーションプログラムの実施例は、サーチプログラム、トランスコーダ、スケジュー
ラ、カレンダー、データベースプログラム、ワードプロセッシングプログラム、ＨＴＴＰ
プログラム、カスタマイズ可能ユーザインターフェースプログラム、ＩＰＳｅｃアプリケ
ーション、暗号化プログラム、セキュリティプログラム、ＶＰＮプログラム、ＳＭＳメッ
セージサーバ、ＩＭメッセージサーバ、電子メールサーバ、アカウント管理等を含むこと
ができる。本明細書には、幾つかのアプリケーションプログラムのより詳細な検討が含ま
れている。図５～６に例示し本明細書で検討するように、１つ又はそれ以上のネットワー
クデバイス、及びこれらのデバイスと統合されたアプリケーションプログラムを用いて、
本発明のプロセスを実施することができる。
【００５８】
（一般化された動作）
　図４は、本発明の実施形態による、クリック動作選択を提供しクリック動作を処理する
ためのプロセスの高レベルフロー線図である。プロセス４０４は、図１に示すシステムの
少なくとも一部を用いることができる。プロセス４０４は、本明細書で検討するシステム
変形形態のいずれかを用いることができる、又は他のシステムで実施することができる。
【００５９】
　用語「クリック動作」とは、クライアントデバイスのユーザによって行われる選択に対
応する動作を意味する。クリック動作は、ウェブページ上のリンクなどのリンク内で指定
することができる。クリック動作の１つの実施例は、通話を開始することであり、ここで
電話番号は、ユーザが選択できるリンクで指定することができる。クリック動作の更なる
実施例を以下に提供する。
【００６０】
　開始ブロックの後ブロック４０２では、広告及びクリック動作データが受信される。こ
れらのデータは、広告主、企業、又は本発明を利用することを望む実質的にあらゆるエン
ティティなどのサードパーティが受信することができる。これらのデータは、広告コンテ
ンツ、いつ又はどこで広告が現われるべきかについての指定及び同様のものを含むことが
できる。これらのデータはまた、ユーザに提示するのにどのクリック動作が望ましいか、
様々なクリック動作に割り当てられる値、クリック動作の使用に対する制約条件、及びク
リック動作を処理するためのデータを含む、クリック動作に関係する指定を含むこともで
きる。
【００６１】
　ブロック４０４では、１つ又はそれ以上の広告が生成し、ユーザのクライアントデバイ
スに送信される。広告は、バナー広告、サーチ広告、他のタイプのアプリケーション広告
、又は他のタイプの広告とすることができる。広告は、リンク、更なるテキスト又は画像
と組み合わせられたリンク、プログラムコード、或いは他のコンテンツを含むことができ
る。ブロック４０４の動作は、図５及び添付の説明文でより詳細に例示される。
【００６２】
　次に工程はブロック４０６に進む。ブロック４０６では、図１のモバイルデバイス１０
２～１０４などのユーザのクライアントデバイスからリクエストを受信する。１つの実施
形態において、このリクエストは、ユーザが、広告と関連するリンクを選択した結果とし
て受信することができる。リクエストは、記憶されたブックマークの選択のようなユーザ
の別の動作、別のタイプの選択、又はクライアントアプリケーションが自動的に送信する
リクエストの結果として受信することができる。リクエストは、広告であるリンク又は広
告に含まれるリンクをユーザが選択したことを示すことができる。リクエストは、選択さ
れたリンクからのＵＲＬ又はＵＲＩを含むことができる。ブロック６０２で受信されたリ
クエストは、広告主又は他のエンティティ或いはこれらのプロキシとの対話のような対話
をユーザが開始又は継続を望むことの指標とすることができる。
【００６３】
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　次に工程はブロック４０８に進む。ブロック４０８では、ユーザに提示する１つ又はそ
れ以上のクリック動作の決定がなされる。この決定は、ユーザとの対話を最適にマネタイ
ゼーションするために行われる。より詳細には、この決定は、ユーザ、ユーザのクライア
ントデバイス、状況、及び他の要因を記述する情報を用いることができる。この決定につ
いては、図６及びこれに伴う検討、並びに本出願の他の部分でより詳細に説明される。
【００６４】
　次に工程はブロック４１０に進み、ここでは、決定された１つ又はそれ以上のクリック
動作のセットが、ユーザのクライアントデバイスに送信される。本明細書で用いられるク
リック動作を送信する段階とは、リンクのような、実施されるクリック動作を選択する手
法を受信者に提供する機構を送信する段階を意味する。１つの実施形態において、この送
信段階は、各クリック動作に対して、対応するリンクをクライアントデバイスに送信する
ことによって実施され、ユーザがリンクのうちの１つを選択することができるようにする
。
【００６５】
　次に工程はブロック４１２に進み、ここでは、ユーザのクリック動作の選択に応答して
、選択されたクリック動作の指示が受信されて処理される。この動作については、図８で
より詳細に説明する。
【００６６】
　図５は、モバイルデバイスからのリクエストを処理して応答するためのプロセス４０４
の１つの実施形態を一般的に示す論理フロー線図である。図５のプロセス４０４は、図４
のブロック４０４に対応し、ブロック４０４の少なくとも一部の詳細内容を例示している
。プロセス４０４は、図１に示すシステムの少なくとも一部を利用することができる。プ
ロセス４０４は、本明細書で検討するシステムの変形形態のいずれかを利用することがで
き、或いは他のシステムを用いて実施することができる。
【００６７】
　プロセス４０４は、開始ブロックの後にブロック５０２で始まり、ここでは、図１のモ
バイルデバイス１０２～１０４などのクライアントデバイスからリクエストを受信する。
リクエストは、リクエストが受信される前に、ネットワークゲートウェイなどの１つ又は
それ以上の中間ネットワークデバイスによって処理され転送することができる。本発明の
１つの実施形態によれば、リクエストを受信する動作５０２は、ネットワークアプリケー
ションゲートウェイ１１４又はサーチアプリケーション１１８によって実施することがで
きる。ネットワークアプリケーションゲートウェイ１１４は、リクエストを受信し（５０
２）、リクエスト又は修正リクエスト或いはこれらの一部をサーチアプリケーション１１
４に転送することができる。リクエスト及び関連情報は、１つの受信メッセージ内に収容
することができ、又は１つよりも多くのメッセージにわたるものとすることができる。
【００６８】
　次にプロセスはブロック５０４に進み、ここではリクエストが処理される。リクエスト
を処理する段階は、ＵＲＩ又は他のネットワークアドレスなどの情報をリクエストから抽
出する段階を含むことができる。抽出される情報はまた、電話番号、電子メールアドレス
、ロケーション又は移動パターン、或いはユーザのアイデンティティなど、モバイルデバ
イスに関連付けられた識別情報を含むことができる。またブロック５０４は、時計、ネッ
トワークアプリケーションゲートウェイ内のデータストレージ、又は他のデバイス上のデ
ータストレージといった、リクエスト以外のソースからの関連データの検索を含むことも
できる。ブロック５０４の動作は、ネットワークアプリケーションゲートウェイ１１４、
サーチアプリケーション１１８、アプリケーション広告サーバ１２０、又は別の構成要素
によって実行することができる。
【００６９】
　次にプロセスはブロック５０６に進み、ここでは、アプリケーション広告が生成される
。この動作は、検索された情報のいずれか１つ又はそれ以上を用いる段階を含むことがで
きる。この動作は、サーチアプリケーション１１８からの通信に応答して、アプリケーシ
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ョン広告サーバ１２０又はシステム内の別の構成要素が実施することができる。広告を生
成させる段階は、幾つかの決定の１つ又はそれ以上を含むことができる。これらの決定の
一部は、広告主を決定する段階、広告主に関連する特定の製品又は広告を決定する段階、
並びに広告のレイアウトを決定する段階を含むことができる。これらの決定は、ユーザの
現在の状況を含む幾つかの要因に基づくことができる。状況には、ユーザのロケーション
及び移動、最近のリクエスト又は通話、ユーザの選好、及び同様のものなどのデータを含
むことができる。
【００７０】
　ブロック５０６の動作は、１つ又はそれ以上のアプリケーション広告を生成させるため
に実施することができる。次にプロセスはブロック５０８に進み、ここでは、ページ又は
ページの一部分或いはメッセージのレイアウトが実施される。広告は、例えば、モバイル
デバイスに送信されるＳＭＳメッセージ内に含めることができる。ページのレイアウトを
実施する段階は、各広告をどこに位置付けるかに関する決定を含むことができる。例えば
、サーチ結果ページ上で、サーチ広告を結果リストの開始点又はリストの終了点に位置付
け、或いはリスト内に埋め込むことができる。
【００７１】
　次にプロセスはブロック５１０に進み、ここでは、バナー広告を決定し生成する段階に
関連する情報が検索される。これらの情報は、アプリケーション広告の決定及び生成に用
いられる情報の一部分又は全てを含むことができ、異なる情報、或いは同じ情報及び異な
る情報のいずれかの組み合わせを含むことができる。ブロック５１０の動作は、ネットワ
ークアプリケーションゲートウェイ１１４、バナー広告サーバ１１２、又は別の構成要素
によって実施することができる。
【００７２】
　次にプロセスはブロック５１２に進み、ここでは、バナー広告が生成される。この動作
は、ブロック５０６の動作と同様であり、ブロック５０６の検討をブロック５１２を説明
するために当てはめることができる。しかしながら、異なる基準、基準の異なる重み付け
、及び異なる広告制約条件の使用に起因して、ブロック５１２の結果は、ブロック５０６
の結果とは異なる可能性があり、通常は異なっている。異なる可能性のある基準の１つは
、企業制約条件である。広告主は、広告をアプリケーション広告又はバナー広告のいずれ
にすべきか、又は広告をこれらのカテゴリの各々においてどれ程頻繁に現わすべきか、或
いは各タイプの広告において広告を生成すべき時間期間を指定することができる。
【００７３】
　次にプロセスはブロック５１４に進み、ここでは、ブロック５１２で生成された１つ又
はそれ以上の広告が、ページ、メッセージ、又は他の通信に挿入され、或いはこれらと組
み合わせられる。バナー広告がｄのように又はどこで組み合わされるかを決定するときに
、幾つかの基準又は制約条件を考慮することができる。ページは、例えば、バナー広告を
配置すべき場所を指定する関連テンプレートを有することができる。１つの実施形態にお
いて、幾つかの可能なロケーションの中からバナー広告のロケーションを決定するために
アルゴリズムが用いられる。
【００７４】
　次にプロセスはブロック５１６に進み、ここでは、ページ又はメッセージが図１のモバ
イルデバイス１０２～１０４などのクライアントデバイスに送信される。クライアントデ
バイスは、リクエストの生成元と同じか又は異なるものとすることができる。例えば、デ
バイスは、ＳＭＳメッセージをターゲットモバイルデバイスに送信するリクエストを送信
することができ、本発明のプロセスは、ターゲットモバイルデバイスにメッセージを送信
する前に、１つ又はそれ以上の広告を生成してメッセージ内に挿入する。この実施例では
、リクエストは、ターゲットモバイルデバイスとは別のクライアントデバイスから受信し
ておくことができる。広告を含むページは、ウェブページ、又はクライアントアプリケー
ションによって表示される他のタイプのページとすることができる。広告を含むメッセー
ジは、ＳＭＳメッセージ、インスタントメッセージ、又は別のプロトコルを利用するメッ
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セージのようなメッセージとすることができる。広告はまた、電子メールで送信すること
もできる。
【００７５】
　次にプロセス４０４は呼び出しプログラムに戻り、工程は、上述のような図４のブロッ
ク４０６に続くことができる。
【００７６】
　図６は、クライアントデバイスに提示するクリック動作を決定するためのプロセス４０
８（図４）の１つの実施形態を全体として示す論理フロー線図である。この決定は、ユー
ザとの対話を最適にマネタイゼーションするために行われる。図６のプロセスを検討する
前に、リンク及びクリック動作の検討を続ける。
【００７７】
　クリック動作はリンクと関連付けられた動作であり、ユーザがリンクを選択するのに応
答して実施されることを目的としている。リンクは、リソース、実施されるクリック動作
、視覚要素、又はこれらの要素のいずれかの組み合わせへの参照を含むことができる。用
語「リンク」とは、これらの要素の組み合わせ、又はこの組み合わせの表現として表示さ
れる視覚要素を意味することができる。視覚要素は、テキスト、画像、又はテキストとグ
ラフィックの組み合わせを含むことができる。１つの簡単なリンクは、ページ上に表示さ
れたテキスト又は画像、及び別のページを参照する関連ＵＲＬを含む。ユーザがテキスト
を選択すると、ＵＲＬ内に指定されたページ又はドキュメントを検索するようにプログラ
ム命令が実施される。リンクは、通話を開始するなどの実施されることになる動作を含む
ことができる。通話を開始するためのコマンドは、リンクに関連付けられたＵＲＬに埋め
込むことができる。通話の開始、ＳＭＳメッセージ又は電子メールの送信、或いは購入の
開始など、本明細書で検討されるあらゆるクリック動作並びに他の動作をリンクで指定す
ることができる。クライアントデバイスに送信するページ又は他のコンテンツを生成する
動作は、ページ又はメッセージ内の１つ又はそれ以上のリンクの挿入を含むことができる
。
【００７８】
　プロセス４０８は、開始ブロックの後にブロック６０４で始まり、ここでは、データが
検索される。これは、図１のＡＤＳデータベース１５０などのデータベースに記憶された
データを含むことができる。データは、広告又は広告主に関連付けられたクリック動作の
指定を含むことができ、或いはユーザが利用できるようにすることができる。各クリック
動作は、広告主、システム、又は他のエンティティによって割り当てられた対応する値を
有することができる。またクリック動作は、ユーザがこのクリック動作を選択することに
なる確率を示す、対応する確率を有することもできる。確率はこの値に組み込むことがで
き、又は別個の値とすることができる。
【００７９】
　ブロック６０４において検索されたデータはまた、クライアントデバイスのロケーショ
ン又は移動、現在の日付及び時間、ユーザのアイデンティティ、最近又は過去のユーザ動
作、或いはユーザ、クライアントデバイス、又は環境に関連する他のデータなど、現在の
状況を表すデータを含むこともできる。現在の状況は、異なるユーザ、異なるデバイス、
又は異なる時点における同じユーザ及びデバイスとは異なるものとすることができる。
【００８０】
　次に工程はブロック６０６に進み、ここでは、ユーザに提示する１つ又はそれ以上のク
リック動作の決定が行われる。この決定は、ブロック６０４で検索されたデータを含む多
数の要因のうちの１つ又はそれ以上を考慮することができる。この決定は、可能な各クリ
ック動作の値の考慮を含む。またこの決定は、各クリック動作に対して指定される制約条
件を考慮することもできる。
【００８１】
　クリック動作の対応する値は、広告主にとってのユーザに動作を実施させる価値を表す
ことができる。「直ぐに購入」のクリック動作は、この動作が収益を生じるので、最も高
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い値を有することができる。クライアントデバイスにクーポンを送信するクリック動作は
、この動作が実際の購入及び収益を生じることになる確率は低いので、幾分低い値を有す
ることができる。この値は、確率と併せて考慮すると、状況に基づいて変わる可能性があ
る。例えば、トランザクションが通常は個人的に行なわれる企業では、ユーザがこれらの
企業に極めて近接しているときにクライアントデバイスに配信されるクーポンは、ユーザ
がこれらの企業から離れているときに配信される同様のクーポンよりも高い収益確率を有
することができる。ダウンロードされることになる品目を購入するようなトランザクショ
ンでは、クーポンの値を決定する上でロケーションはあまり大きな要因ではないものとす
ることができる。
【００８２】
　クリック動作の値は、関与する製品のタイプに基づくものとすることができる。例えば
、自動車においては、クライアントデバイスからの購入の可能性は高くないので、「直ぐ
に購入」のクリック動作が有用である可能性は低い。
【００８３】
　クリック動作の値を決定するために現在の状況を用いる別の実施例は、ロケーションに
基づいて方向を得るクリック動作の値を決定することである。モバイルデバイスが企業の
領域内にある場合には、方向を検索するリンクが高い値を有する可能性が高く、このリン
クをユーザに提示することができる。モバイルデバイスが国を跨ぐ場合には、通話を行う
リンク又はメッセージを送信するリンクが高い値を有し、代わりにこれらを提示すること
ができる。同様に、時刻が営業時間外である場合には、通話を開始する動作は低い値を有
する可能性が高く、ＳＭＳ又は電子メールのクリック動作はより高い値と考えられる。
【００８４】
　ブロック６０６の決定を行うときには、クリック動作に関連付けられた制約条件を考慮
することもできる。広告主は、指定された制約条件が満たされたときに、特定のクリック
動作のみが提示されるように指定することができる。例えば、指定された時間の間にのみ
通話を開始する、又はクライアントデバイスが指定ロケーションに近接している場合にの
みクーポンを提示するような制約条件があってもよい。
【００８５】
　クリック動作の値を決定するとき、従って、このクリック動作を提示すべきか否かを決
定するときに、１つ又はそれ以上の要因、各要因に割り当てられる重みを考慮する計算、
並びに他の計算を実行することができる。広告主は、クライアントデバイスに送信する特
定の数のクリック動作を指定することができる。表示するクリック動作の数は更に、クラ
イアントデバイスによって左右される可能性がある。例えば、小さい画面を有するデバイ
スは、大きい画面を有するものよりも少ないクリック動作しか受信することができない。
またクライアントデバイスの能力は、制約条件としての役割を果たし、或いはクリック動
作の値に影響を及ぼす可能性がある。例えば、通話を開始するクリック動作は、通話を行
うことができないデバイスでは全く値を有することができない。
【００８６】
　以下は、本発明において利用できるクリック動作のリストである。本発明の実施形態は
、これらのクリック動作又は追加のクリック動作のいずれか１つ又は組み合わせを利用す
ることができる。下記に列挙するクリック動作の一部では、対応する値に影響を及ぼす可
能性がある要因の１つ又はそれ以上の実施例を説明する。
【００８７】
　通話の開始。この値は、営業時間に関係するなど、現在の時刻又は曜日に基づくことが
できる。この値はまた、最近開始された通話数又はレストランで利用可能な予約数など、
システム負荷に基づくものとすることもできる。
【００８８】
　クライアントデバイスの呼び出し。この動作は、即座に又は将来のいつかクライアント
デバイスに通話がなされる可能性がある。
【００８９】



(22) JP 2012-256358 A 2012.12.27

10

20

30

40

50

　ＳＭＳメッセージの開始。このクリック動作は、ＳＭＳメッセージを企業又はクライア
ントデバイスに送信することができる。ＳＭＳメッセージの値は、通話の値とは逆方向に
基づくことができる。ＳＭＳメッセージの値は、例えば通話の代替として提示することが
できる。インスタントメッセージなどのＳＭＳ以外のメッセージを開始することは、同様
の特性を有する可能性がある。
【００９０】
　電子メールの開始。このクリック動作は、企業又はクライアントデバイス或いはユーザ
アカウントへの電子メールを開始することができる。電子メールの値は、送信する情報量
又は情報フォーマットの豊富度に基づくことができる。情報量は、予め設定ことができ、
或いは現在の状況又は他のデータに基づいて動的に決定することができる。
【００９１】
　直ぐに購入。このクリック動作の値は、ユーザが、支払うことができるアカウントを有
しているか、ユーザの購入履歴、及び同様のものに基づくものとすることができる。
【００９２】
　サーチ。サーチに対するクリック動作は、例えば、ユーザのモバイルデバイスの近接し
た地域の店舗のサーチをリクエストすることができる。クリック動作の値は、モバイルデ
バイスのロケーションロケーション、時刻、及び他のデータに基づくものとすることがで
きる。
【００９３】
　保存。「保存」のクリック動作は、所望の情報をユーザが既に保存しているか否か、及
び他のデータに基づくものとすることができる。
【００９４】
　ＳＭＳセッション。このクリック動作は、クライアントデバイスと遠隔コンピューティ
ングデバイスとの間でＳＭＳ会話を開始する。１つの実施形態において、クリック動作ハ
ンドラが、ＳＭＳメッセージを受信し、クライアントデバイスに送信する。
【００９５】
　本発明は、本明細書で説明するこれら又は他の実施例に限定されないことを理解された
い。クリック動作に対応する値の決定、従って、どのクリック動作をクライアントデバイ
スのユーザに提示するかに関する決定は、本明細書で説明しているようないずれか１つ又
はそれ以上の要因に基づくものとすることができる。
【００９６】
　ユーザに提示する１つ又はそれ以上のクリック動作のセットを決定した後、プロセスは
ブロック６０８に進み、ここでは、ページ又はメッセージが生成される。次に工程は、図
４の動作ブロック４０８などの呼び出しプログラムに戻る。
【００９７】
　図７は、本発明の実施形態による、クリック動作を処理するためのシステムの選択され
た構成要素のブロック図である。
【００９８】
　１つの実施形態において、図７の構成要素の少なくとも一部は、図３のネットワークデ
バイスのアプリケーション３５２内に含まれるアプリケーションとすることができる。種
々の構成において、図７の構成要素は、１つ又はそれ以上のネットワークデバイス上で様
々な手法で配置することができ、１回又はそれ以上の回数再現することができる。１つの
実施形態において、クリックマネージャ７０２は、図１のクリック動作サーバ１１６など
のネットワークデバイス内に常駐し、クリック動作ハンドラ７１０～７２２の各々は、別
個のネットワークデバイス上に常駐する。
【００９９】
　クリックマネージャ７０２は、クリック動作リクエストを受信し、各リクエストの処理
を管理する。クリックマネージャ７０２は、リクエストを処理し、リクエストのタイプを
判定し、この判定に基づいてリクエストをクリック動作ハンドラに転送する。このプロセ
スについて図８に伴う説明文において更に詳細に検討する。
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【０１００】
　図８及びこれに関連する本明細書の文章は、クリック動作ハンドラ７１０～７２２の各
々の機能及び動作を説明している。従って以下は、これらの構成要素の要約リストである
。
　クリック動作通話ハンドラ７１０は、クリック動作通話リクエストを処理する。
　クリック動作ＳＭＳハンドラ７１２は、クリック動作ＳＭＳリクエストを処理する。
　クリック動作電子メールハンドラ７１４は、クリック動作電子メールリクエストを処理
する。
　クリック動作サーチハンドラ７１６は、クリック動作サーチリクエストを処理する。
　クリック動作購入ハンドラ７１８は、クリック動作購入リクエストを処理する。
　クリック動作保存ハンドラ７２０は、クリック動作保存リクエストを処理する。
　クリック動作ＳＭＳセッションハンドラ７２２は、クリック動作ＳＭＳセッションリク
エストを処理する。
【０１０１】
　図７で示したように、本明細書で説明していない追加のクリック動作を処理するために
、更なるクリック動作ハンドラを含めることができる。
【０１０２】
　図８は、クライアントデバイスからのクリック動作選択を処理しこれに応答するための
プロセスの１つの実施形態を全体的に示す論理フロー線図である。ユーザは、クリック動
作に対応するリンクを選択することによってクリック動作を選択することができる。リン
クは、ウェブページ、電子メール、ＳＭＳメッセージ、インスタントメッセージ、又は別
のプロトコルを利用するメッセージのようなメッセージ、或いはクライアントアプリケー
ションによって表示される実質的にあらゆる項目に含めることができる。クライアントデ
バイスは、リンク参照先を抽出し、これを用いてリクエスト又はコマンドを送信する。リ
クエスト又はコマンドは通常、実施されることになるクリック動作の指定を含む。この指
定は、リクエストにおいて明示的又は暗示的なものとすることができる。本明細書で用い
る用語「リクエスト」とはコマンドを含む。
【０１０３】
　図８のプロセス８００は、図１に示すシステムの少なくとも一部を利用することができ
る。プロセス８００は、本明細書で検討するシステムの変形形態のいずれかを利用するこ
とができ、或いは、他のシステムを用いて実施することができる。
【０１０４】
　プロセス８００は、開始ブロックの後にブロック８０２で始まり、ここでは、リクエス
トが図１のモバイルデバイス１０２～１０４などのクライアントデバイスから受信される
。リクエストは、リクエストが受信される前に、ネットワークゲートウェイなどの１つ又
はそれ以上の中間ネットワークデバイスによって処理され転送することができる。本発明
の１つの実施形態によれば、リクエストを受信する動作８０２は、図７のクリックマネー
ジャ７０２によって実施することができる。リクエスト及び関連情報は、１つの受信メッ
セージ内に収容することができ、又は１つよりも多くのメッセージにわたるものとするこ
とができる。
【０１０５】
　次にプロセスはブロック８０４に進み、ここではリクエストによって示されたクリック
動作のタイプについての決定が行われる。この決定は、リクエストからＵＲＩ又は他のネ
ットワークアドレスなどの情報を抽出する段階を含むことができる。ブロック８０４の動
作は、図７のクリックマネージャ７０２又は別の構成要素によって実施することができる
。
【０１０６】
　次にプロセスはブロック８０６に進む。ブロック８０６では、リクエスト及び関連情報
は、図７のクリック動作ハンドラ７１０～７２２の１つなどのクリック動作ハンドラに転
送される。判定ブロック８０６及びここから流れるプロセス分岐は、リクエストで指定さ
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れたクリック動作に基づいて行うことができる様々な動作を示している。１つの実施形態
において、各タイプの動作は、対応するクリック動作ハンドラによって処理される。
【０１０７】
　クリック動作が、発信通話である場合には、工程はブロック８１０に進み、ここでは、
通話を開始するようモバイルデバイスに命令が送信される。この命令は、呼び出される電
話番号を含むことができる。クリック動作通話ハンドラ７１０（図７）は、図１のＡＤＳ
データベース１５０などのデータストアと通信し、ターゲットの電話番号並びに通話を行
うのに必要な他のあらゆるデータを検索することができる。
【０１０８】
　クリック動作がＳＭＳメッセージの受信である場合には、工程はブロック８１２に進み
、ここでは、ＳＭＳメッセージがモバイルデバイスに送信される。クリック動作ＳＭＳハ
ンドラ７１２（図７）は、図１のＡＤＳデータベース１５０などのデータストアと通信し
、ＳＭＳメッセージコンテンツ並びにＳＭＳメッセージの送信を完了するのに必要な他の
あらゆるデータを検索することができる。１つの実施形態において、ＳＭＳメッセージを
送信するクリック動作は、ユーザが別のモバイルデバイスの電話番号を指定し、ＳＭＳメ
ッセージが他のモバイルデバイスに送信されることを除いて、上記と同様に処理される。
１つの実施形態において、クリック動作ＳＭＳアラートは、モバイルデバイスを登録し、
指定されたイベントが起こったときにＳＭＳアラートを受信することができる。イベント
は、広告主が指定する実質的にあらゆるイベントとすることができる。イベントが起こる
と、関連ＳＭＳメッセージがモバイルデバイスに送信される。
【０１０９】
　クリック動作が、電子メールメッセージを受信することである場合、工程はブロック８
１４に進み、ここでは、電子メールメッセージがモバイルデバイスに送信される。クリッ
ク動作電子メールハンドラ７１４（図７）は、図１のＡＤＳデータベース１５０などのデ
ータストアと通信し、電子メールメッセージコンテンツ、並びに電子メールメッセージの
送信を完了するのに必要な他のあらゆるデータを検索することができる。１つの実施形態
において、クリック動作電子メールハンドラ７１４は、クライアントデバイスと通信して
電子メールアドレスをリクエストし、ユーザによって返されるアドレスに電子メールを送
信する。このことは、例えば、送信される電子メールが大きいか、又は十分にフォーマッ
トされており、大画面を有するコンピュータで読み取られるのが好ましい場合に有用であ
る。
【０１１０】
　クリック動作が、サーチを実施することである場合、工程はブロック８１６に進み、こ
こでは、クリック動作サーチハンドラ７１６（図７）によってサーチが開始される。クリ
ック動作サーチハンドラ７１６は、サーチを実施するか、或いはウェブサービスなどのネ
ットワークデバイスと通信してサーチを実施することができる。１つの実施形態において
、サーチは、図１のＡＤＳデータベース１５０などのデータストア内のデータに対して実
施することができる。例えば、動作は、地域の店舗へのサーチの１つとすることができ、
店舗についての情報はＡＤＳデータベース内に存在する。またクリック動作サーチハンド
ラ７１６は、ＡＤＳデータベース１５０又は他のデータストアと通信して、サーチを完了
するのに必要な他のあらゆるデータを検索することができる。リクエストされたサーチの
結果は、ウェブページ、ＳＭＳメッセージ、電子メール、又は別のタイプのメッセージと
してモバイルデバイスに送信することができる。
【０１１１】
　クリック動作が、商品を購入することである場合、工程はブロック８１８に進み、ここ
では、クリック動作購入ハンドラ７１８（図７）が購入を行う。クリック動作購入ハンド
ラ７１８は、図１のＡＤＳデータベース１５０などのデータストアと通信し、製品情報、
並びにトランザクションを完了するのに必要な他のあらゆるデータを検索することができ
る。クリック動作購入ハンドラは、ウェブサービスなどのネットワークデバイスと通信し
、トランザクションの少なくとも一部を実施することができる。１つの実施形態において
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、購入を実施する段階は、電子ウォレット、又はクレジットカード情報又は口座番号を含
む同様の機構、或いは支払いを処理するための他の機構の使用を含む。１つの実施形態に
おいて、「ショッピングカートに追加」というクリック動作は、商品をユーザのショッピ
ングカートに追加することによって処理することができる。その後の時点で、ユーザは、
モバイルデバイス又は別のクライアントデバイスからアカウントにログインして、購入ト
ランザクションを完了することができる。ブロック８１８の動作は、確認証又は領収証を
ウェブページ、ＳＭＳメッセージ、又は電子メールの形態でクライアントデバイスに、或
いは指定された電子メールアドレスのユーザに送信する段階を含むことができる。
【０１１２】
　クリック動作が「保存」である場合、工程はブロック８２０に進み、ここで、クリック
動作保存ハンドラ７２０（図７）が、指定された動作を実施する。保存動作は、指定され
た情報を、ユーザによって制御され又はユーザがアクセス可能なユーザアカウント、個人
のウェブページ、又は他のネットワークベースのストレージ内に保存させるようにする。
広告を閲覧するユーザは、テキスト、画像、ＵＲＬ、写真、又は他のタイプの情報など、
広告に関係する情報を保存するよう望む場合がある。これらの情報は、その後の時点で、
モバイルデバイス又は実質的にあらゆるコンピューティングデバイスからユーザが検索す
るのに利用可能とすることができる。またこれらの情報は、他のユーザが検索するのに利
用可能とすることができる。クリック動作保存ハンドラ７２０は、図１のＡＤＳデータベ
ース１５０などのデータストアと通信し、製品情報、並びに記憶される他のデータを検索
することができる。クリック動作保存ハンドラは、ウェブサービス又は他のサーバなどの
ネットワークデバイスと通信し、保存動作を完了するための処理の少なくとも一部を実施
することができる。
【０１１３】
　クリック動作がＳＭＳセッションである場合、工程はブロック８２２に進み、ここでは
、クリック動作ＳＭＳセッションハンドラ７２２（図７）が、リクエストしているクライ
アントデバイスとＳＭＳセッションを開始する。ＳＭＳセッションハンドラ７２２は、Ｓ
ＭＳメッセージをクライアントデバイスとの間で送受信するための論理回路を含むことが
できる。
【０１１４】
　また図８に示していない追加のクリック動作を処理することもできる。通話受信クリッ
ク動作は、クライアントデバイスへの自動通話を開始するか、或いはクライアントデバイ
スを呼び出すように人に指示することができる。方向クリック動作は、方向ハンドラを呼
び出し、ウェブサービスと通信して、モバイルデバイスのロケーションから指定されたロ
ケーションまでの地図又は方向を検索することができる。方向クリック動作は、デバイス
内のＧＰＳ構成要素又は他のロケーション構成要素からモバイルデバイスのロケーション
を検索することができる。クーポンクリック動作は、クーポンハンドラを呼び出し、ＡＤ
Ｓデータベース１５０からクーポンを検索し、クーポンをモバイルデバイスにウェブペー
ジ又は電子メールで送信することができる。例えば、クーポンは、店舗の店員がスキャン
又は読み取ることができるバーコード又は他のコードを有することができる。
【０１１５】
　クリック動作を処理した後、プロセスは戻りブロックに進み、呼び出しプログラムに戻
るか、又は別のリクエストを受信することができる。
【０１１６】
　図９Ａ及び９Ｂは、画面が、本発明によるページを表示しているクライアントデバイス
の絵図である。各図におけるクライアントデバイスは、図１のモバイルデバイス１０２～
１０４、又は図２のモバイルデバイス２００などのモバイルデバイスである。各ページは
、本明細書で検討するように対応するクリック動作を有するリンクを含む。モバイルデバ
イス９０２は、ユーザが広告をクリックするのに応答してユーザに送信されたページ９０
６を示す画面９０４を含む。ページ９０６はクーポンリンク９０８を含み、クーポンを受
信することに関連したクリック動作を有する。クーポンは、ウェブページ、電子メール、
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又は別の機構でモバイルデバイスに送信することができる。通話リンク９１０は、通話を
開始することに関連するクリック動作を有する。この実施例では、呼び出される電話番号
は、リンクの視覚要素として表示される。また他のテキスト又は画像をリンクの視覚要素
として用いることもできる。例えば、電話の画像が通話を示すことができる。方向リンク
９１２は、方向、地図、又はこれらの両方を受信することに関連するクリック動作を有す
る。この実施例では、テキストの「方向を取得」がリンクの視覚要素である。
【０１１７】
　モバイルデバイス９２０は、ユーザが広告をクリックするのに応答してモバイルデバイ
スに送信されたページ９２４を示す画面９２２を含む。ページ９２４は、ＳＭＳメッセー
ジを受信することに関連するクリック動作を有するＳＭＳリンク９２６を含む。この実施
例では、ＳＭＳメッセージはクーポンを含むことになる。サーチリンク９２８は、サーチ
を実行することに関連するクリック動作を有する。この実施例では、サーチは、地域の地
理的領域内の店舗リストを求めるものである。
【０１１８】
　上記の明細書、実施例、及びデータは、本発明の構成に関する製造及び利用の完全な説
明を提供する。本発明の精神及び範囲から逸脱することなく、本発明の多くの実施形態が
実施可能であるので、本発明は以下に添付する請求項の範囲内にある。
【符号の説明】
【０１１９】
４０２　公告及びクリック動作データを受信する
４０４　公告を生成する
４０６　ユーザリクエストを受信する
４０８　提示する最適なクリック動作選択を決定する
４１０　ユーザにクリック動作リンクを送信する
４１２　選択されたクリック動作を受信し処理する
【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９Ａ】

【図９Ｂ】
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【手続補正書】
【提出日】平成24年8月17日(2012.8.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセッサを使用してクライアントデバイスのための異なるタイプのクリック動作を管
理するための動作を可能にする方法であって、
　ユーザの現在の状況及び企業制約に少なくとも基づいて広告を生成する段階と、
　前記広告を前記クライアントデバイスに送信する段階と、
　前記広告に対する応答を前記ユーザから受信する段階と、
　前記広告に対する前記応答を受信したことに応答して、
　　前記クライアントデバイスに関連付けられたデータを検索する段階、
　　前記検索データに基づいて、前記クライアントデバイスに提供されることになる少な
くとも１つのクリック動作のセットを決定する段階、
　　各々が前記少なくとも１つのクリック動作の前記決定されたセットのクリック動作に
対応する少なくとも１つのリンクのセットを前記受信された前記広告とは別に表示するた
めに前記クライアントデバイスに送信する段階、
　　前記少なくとも１つの動作のセットの少なくとも１つのクリック動作の指定を含むリ
クエストを前記クライアントデバイスから受信する段階、及び
　　前記少なくとも１つの動作を実施する段階、
を含む方法。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのクリック動作のセットを決定する段階が、広告が選択されたこと
を示すリクエストを前記クライアントデバイスから受信する段階に応答して実施される、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記少なくとも１つのクリック動作のセットを決定する段階が、第１のクリック動作及
び第２のクリック動作の各々についての値を決定して、前記第１のクリック動作及び第２
のクリック動作の各々についての値に基づいて、前記第１のクリック動作を選択的に含め
る段階を含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのクリック動作のセットを決定する段階が、前記クライアントデバ
イスに関連付けられたデータに基づいて、第１のクリック動作及び第２のクリック動作の
各々についての値を決定し、前記第１のクリック動作及び第２のクリック動作の各々につ
いての値に基づいて前記第１のクリック動作を選択的に含める段階を含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記少なくとも１つのクリック動作のセットを決定するための基準を指定する機構を広
告主に提供する段階を更に含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのクリック動作のセットが、前記クライアントデバイスへのメッセ
ージの送信を含み、前記メッセージが広告主の情報を含み、前記少なくとも１つの動作を
実施する段階が、前記メッセージを前記クライアントデバイスに送信する段階を含む、
請求項１に記載の方法。
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【請求項７】
　クライアントデバイスとの通信を管理するためのシステムであって、
　ネットワークを介してデータを送受信するためのトランシーバと、
　　ユーザの現在の状況及び企業制約に少なくとも基づいて広告を生成する段階と、
　　前記広告を前記クライアントデバイスに送信する段階と、
　　前記広告に対する応答を前記ユーザから受信する段階と、
　　前記広告に対する前記応答を受信したことに応答して、
　　　現在の状況に基づいて少なくとも１つのクリック動作のセットを決定する段階、
　　　前記クリック動作の前記決定されたセットのクリック動作を表すリンクのセットを
前記受信された前記広告とは別に表示するために前記クライアントデバイスに送信する段
階、
　　　前記クライアントデバイスから前記少なくとも１つのクリック動作のセットの１つ
の選択を受信する段階、及び
　　前記選択されたクリック動作を実施する段階、
を含む動作を実施するように作動するプロセッサと、
を備えたシステム。
【請求項８】
　前記動作が、複数のクリック動作の各々に対応する値を決定する段階を更に含み、前記
少なくとも１つのクリック動作のセットが、前記決定された値に基づいて前記複数のクリ
ック動作から選択される、
請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　データ及び命令を含むプロセッサ読取可能な非一時的な記録媒体であって、前記命令は
コンピューティングデバイスで実行することによってモバイルデバイスのユーザとの通信
を可能にするアクションを行わせるものであり、前記アクションは、
　ユーザの現在の状況及び企業制約に少なくとも基づいて広告を生成する段階と、
　前記広告を前記クライアントデバイスに送信する段階と、
　前記広告に対する応答を前記ユーザから受信する段階と、
　前記広告に対する前記応答を受信したことに応答して、
　　前記ユーザに提供されるクリック動作のセットを指定するための機構をサードパーテ
ィに提供する段階、
　　前記クリック動作のセットのうちの少なくとも１つのクリック動作を含む、前記クリ
ック動作のセットのサブセットを現在の状況に基づいて決定する段階、
　　前記受信された前記広告とは別に表示するための、前記クリック動作の決定されたセ
ットのサブセットにそれぞれが対応するクリック動作を前記ユーザに送信する段階、
　　少なくとも１つのクリック動作の前記サブセットに対応する少なくとも１つのクリッ
ク動作を前記ユーザのために受信する段階、及び
　　前記対応する少なくとも１つのクリック動作を実施する段階、
を含むプロセッサ読取可能な非一時的な記録媒体。
【請求項１０】
　前記サードパーティが広告主である、
請求項９に記載のプロセッサ読取可能な非一時的な記録媒体。
【請求項１１】
　前記クリック動作のセットのサブセットを決定する段階が、前記クリック動作のセット
の各クリック動作のマネタイゼーション値に基づく、
請求項９に記載のプロセッサ読取可能な非一時的な記録媒体。
【請求項１２】
　前記クリック動作のセットのサブセットを決定する段階が、第１のクリック動作及び第
２のクリック動作の各々についての値を決定し、前記第１のクリック動作及び第２のクリ
ック動作の各々についての値に基づいて、前記第１のクリック動作を選択的に含める段階
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を含む、
請求項９に記載のプロセッサ読取可能な非一時的な記録媒体。
【請求項１３】
　請求項９に記載のアクションを実施する、少なくとも１つのプロセッサを有する少なく
とも１つのサーバを備えた、モバイルデバイスのユーザとの通信を可能にするためのシス
テム。
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